
       

 

 

ブルキナファソ国初等教育・理数科現職教員研修改善計画 

第二次事前評価調査報告書 
 

団長・総括  石原 伸一 
教員研修    Mary Kariuki 
研修計画   宮崎 岳  
協力企画   山下 契 

  
第一次事前評価調査における合意事項とその後の JICAブルキナファソ事務所によるフォ

ローアップをもとに、標記プロジェクトの立ち上げを目的として第二次事前評価調査を実

施した。以下にその調査・協議結果について報告する。 
 
 
Ⅰ 調査総括 

１．基礎教育識字省の強いコミットメント 

今般の調査団による大臣、次官との面談・協議を通じ、ブルキナファソでは教育の質の

向上、なかでも教員の教授法の改善が課題となっており、現職教員の能力向上（理数科）

に取り組む本プロジェクトに対し、基礎教育識字省（MEBA）をあげて実施運営に取り組ん

でいきたいとの姿勢がうかがえた。 
5 月に実施した第一次事前評価調査時には、MEBA でプロジェクトに対する認識、特に

オーナーシップが課題となっていたが、今回の調査において、関係部局間で横断的にプロ

ジェクトに対する認識が共有され、オーナーシップが高まっており、実施体制が整いつつ

あることが確認された。この背景には、第一次事前評価調査後、①6 月中旬の SMASE－
WECSA 会合（ザンビア）でプロジェクトの方向性についてケニア SMASSE 専門家及び JICA
本部と再協議したこと、②7 月初旬に MEBA 次官がケニア教育省次官を訪問したことによ

り SMASSE の哲学、現職教員研修制度の取り組みへの考え方について理解が深まったこと、

③11 月のケニア SMASSE での第三国研修にブルキナファソから 10 名（ナショナルコーデ

ィネーター含む）が参加し、プロジェクトの研修内容やベースライン調査について意見交

換が行われたことなど、絶え間なくケニア SMASSE と連携しつつ、プロジェクト開始に向

けて準備に取り組んできたことが大きいと考えられる。 
実施体制については、既にフルタイムのナショナルコーディネーター1 名、20 名の中央

研修講師（うち 7 名がコアトレーナーと位置づけ）が任命されており、プロジェクトの運

営委員会の構成・機能についても省令化されている。詳細については後述するが、さらに

今回の調査団の協議を通じほぼ実施体制の枠組みが固まった。同国の特徴としては、大臣、

次官、担当局長、ナショナルコーディネーターのラインが一貫して本プロジェクトに積極

的に取り組む姿勢が明確になっており、プロジェクト開始の体制が整っていると判断でき

る。 
 

２．プロジェクト内容、留意点 

本プロジェクトは、ブルキナファソにおける現職教員研修の枠組みである教員分科会

（GAP：教員同士による月例研修会）活動を通じ教員の理数科における教授法の改善を目

指すものであることから、GAP 活動が機能するかどうかが鍵となる。プロジェクトでは、

中央研修講師（NT）と地方研修講師（LT）を育成（研修教材開発含む）し、GAP 代表（各

2 名）を対象に研修を行い、GAP において教員の理数科教授法の向上に関する活動が実践

されていくことが期待されている。 
今回の調査において先方との協議・現地視察を通じ今後のプロジェクトで留意していく
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べき点について指摘しておきたい。 
＜協議を通じての事項＞ 
（１） 昨今の就学率向上に伴い小学校数と教員数が増えており、その結果、GAP 数も増

加傾向にある（例：調査団が事前に把握していた Kadiogo 県の GAP 数は 129 であった

が、最新のデータで 150に増加）。このことから、当初、GAP 代表を各 3 名としたが、

各 2 名とすることで今後の増加に対応できるよう調整した。ただし、Kadiogo 県（首都

近郊）では LT1 人当たり約 37 名の GAP 代表（参考：LT8 名：GAP 代表 300 名）を研

修するのに対し、最も GAP 数が少ない Tuy 県（農村部）では LT5 名が 34 名の GAP 代

表を研修するという不均衡が生じている。本件について協議で指摘したところ、研修

をグループ別化するなどの工夫により対応したいとの意向が示されたが、今後、さら

に GAP 数が増えていくことが予想され、都市部の県に LT 数を増やす、あるいは、研

修回数を分けるなどの対応を検討していくことが必要になると考えられる。 
（２） 上述の対応に関連するが、先方負担による 1 日当たりの研修講師謝金の単価

25,000CFA（約 6,250 円）がブルキナファソの物価水準からすると高く、自立発展性の

観点から、調査団側として単価の見直しも必要ではないかと申し入れた。先方は現在

の政府の単価であるため変更は難しいとのことであったが、常識的な謝金の単価設定

が望まれる。 
＜現地視察を通じての事項＞ 
（３） 今回、調査期間中に 3 つの GAP（10 月以降、2 回の GAP 活動を実施済）の代表・

参加者との意見交換を行ったが、GAP の活動が何を目指しているのかコンセプトは理

解しているものの、具体的な研修手法・進め方については十分理解できていないとの

印象であった。 
（４） 現在、教員が直面している問題としては、1教室の生徒数が 100名を超えることも

珍しくはなく、大規模クラスをどのように教えていくかが大きな課題となっており、

この点をプロジェクトにおいても考慮する必要がある。 
（５） GAP 活動を組織化していくための構成などの枠組みはできているが、GAP 幹部

（コーディネーター、事務局長など）の任期は 1 年とのことであった。プロジェクト

において、地方研修対象者となる GAP 代表を可能な限り固定するような措置を MEBA
に働きかけるか、あるいは、別の方策を考えるのか検討していく必要がある。 

（６） 政府は GAP 活動に交通費などの支援をすることになっているが、実際には政府の

支援がおりてこないとの不満も聞かれた。政府による支援は、支援がないと研修を実

施できないという消極的な態度に結びつくことも考えられ、負のインセンティブにな

る可能性もある。 
（７） 今回調査団が訪問したサイトを見る限り GAP 活動として機能していくのはこれか

らの段階との印象である。MEBA と JICA 事務所で可能な限り GAP の実態把握に努め

る必要があると考える。 
 
３．予算確保（コストシェアリング） 

先方と JICA の予算負担については、現職教員研修の制度化を目指して、3 年間で年々先

方負担を増やし、最終的に大まかに分けると研修実施経費（食費・宿泊費・交通費・講師

謝金）をブルキナファソ側が負担し、JICA は技術支援（第三国専門家、研修教材作成支援）

という形になるよう整理した。この結果、先方と JICA（長期専門家 1 名の経費は除く）の

費用負担比率は、1 年目 2：8、２年目 5：5、3 年目 6：4 となり、トータルで 4：6 の割合

となる。 
また、JICA 事務所の助言もあり、本予算を確実に財務省から確保・執行できるよう今回

のミニッツの署名者に財務省協力総局長も加わってもらうことで調整を行った。また、ミ

ニッツには R/D の原案も参考として別添した。R/D は MEBA 大臣、財務省大臣、JICA 事務

所長間で署名することを確認し、高いレベルでの政治的コミットメントが確保できるよう
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配慮した。 
本プロジェクトを同国のプログラムとして位置づけ、着実に実行していくためには他ド

ナーとも十分情報共有を図っていくことが必要であることから、今回、教育ドナー会合の

議長であるオランダにプロジェクト概要について説明を行った。引き続き他ドナーと情報

共有を図っていくことを JICA 事務所にお願いしたい。 
 
４．西アフリカ仏語圏間協力の促進 

ブルキナファソとほぼ同時期にセネガルの理数科教育改善プロジェクトの開始が予定さ

れている。今後、セネガルとブルキナファソの相互訪問などを通じ知見・経験の共有を図

ることは双方のプロジェクトにとって有益であると考えられる。例えば、ブルキナファソ

の実施体制はセネガルに参考になる部分が多く、セネガルの教員分科会（CAP）はブルキナ

ファソの GAP よりも歴史が古く参考になる部分が多いと思われる。また、ニジェールでは

中等レベルではあるが、SMASSE 関連プロジェクトが先行しており、ベースライン調査や

教材作成の経験がセネガルやブルキナファソのプロジェクトにも有効であると思われる。 
西アフリカ仏語圏は類似の制度、独自のネットワークを有しており、将来的には、

SMASSE 関連プロジェクトが西アフリカ仏語圏間協力につながっていくことが期待され

る。 
 

５．その他 

 今回の調査には、ケニアSMASSEからKariuki団員が参団し、先方との協議において、ケ

ニアでの知見・経験に基づき的確な助言がなされた。 
また、本調査において、ご支援いただいた JICA事務所関係者に対し、深く感謝申し上げ

るとともに、プロジェクトが予定通り開始できるようフォローをお願いしたい。 
 
 
Ⅱ 調査・協議結果（合意事項） 

１．プロジェクトの枠組み 

（１） プロジェクト名称： 
和文： ブルキナファソ国初等教育・理数科現職教員研修改善計画 
仏文： “Appui à la Formation Continue des Enseignants en Matière de Sciences et de 

Mathématiques à l’Ecole Primaire“ 
英文： “Teachers Training Improvement in Science and Mathematics at the Primary Level 

(SMASE-Burkina Faso)” 
（２） プロジェクト期間： 3 年間 
（３） 対象レベル・教科：  小学校理数科 
（４） 対象地域： Kadiogo、Oubritenga、Sanmatenga、Tuy の 4 県 
（５） ターゲットグループ：  

 中央研修講師 23 名 
 教育アドバイザー 143 名  (地方研修講師 23 名を含む) 
 教員分科会（GAP）代表 472 名（236GAP から各 2 名） 
 対象 4 県の全教員 約 7,200 名 

 
２．PDM 要約 
（１） 上位目標： 現職教員研修を通じて、理数科教育の質が向上する。 
（２） プロジェクト目標： 現職教員研修を通じて、理数科における教員の教授法が改善

される。 
（３） 成果： 

【成果 1】プロジェクトを実施するための組織体制が構築される。 
【成果 2】研修のコンテンツが開発される。 
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【成果 3】中央研修講師（NT）、地方研修講師（LT）、教育アドバイザー、GAP 代表の能

力が強化される。 
【成果 4】ASEI/PDSI1の概念が GAP 活動に導入され、定着する。 

（４） 投入 
 【日本側】 

 長期専門家 
 短期専門家 
 プロジェクト・研修に必要な資機材 
 日本あるいは第三国における研修 

【ブルキナファソ側】 
 カウンターパート：ナショナルコーディネーター（NC）、中央研修講師（うち NC

を含む 7 名がコアトレーナー）、ローカルコーディネーター（LC）、地方研修講師 
 プロジェクト事務所 
 中央・地方研修センター 
 中央・地方研修実施経費（食費、宿泊費、交通費） 
 モニタリング・評価にかかる経費 

 
３．研修システム 

（１）中央研修 
ア．中央研修講師： 23名で内訳はMEBA11名、初等教員養成校（ENEP）教官7名（Loumbila

校 3 名、他 4 校から各 1 名）、学区（CEB）の教育アドバイザー5
名 

イ．研修対象者： 州、県、CEB の教育アドバイザー143 名（うち 23 名が地方研修講師） 
ウ．研修時期・期間： 8 月、10 日間 
エ．中央研修センター： ENEP Loumbila 

（２）地方研修 
ア．地方研修講師： 州、県、CEB の教育アドバイザー23 名 
イ．対象者： GAP 代表 472 名（対象地域の 236GAP から各 2 名） 
ウ．研修時期・期間： 10 月、6 日間 
エ．地方研修センター： 各県ごとに実施する。Kadiogo と Oubritenga は ENEP Loumbila

校、Sanmatenga と Tuy はそれぞれ適当な小学校を研修センターとして利用する。 
 

４．プロジェクト運営体制 

（１）中央運営委員会： 
 ア．委員長： MEBA 事務次官 
 イ． 委員2 ： 基礎教育総局長（DGEB）、教育改革・研修調査センター総局長（DG-CRIEF） 

管理・財務局長（DAF）、人事局長（DRH）、調査計画局長（DEP） 
ENEP-Loumbila 校長、ナショナルコーディネーター、JICA ブルキナファ 
ソ事務所長、JICA 専門家 

（２）地方運営委員会： 
 ア．委員長： 州基礎教育局（DREBA）長 
 イ．委員 ： 県基礎教育局（DPEBA）長、CEB 長、ローカルコーディネーター 
 
 
Ⅲ 主な協議事項 

１．中央研修講師 
                                            
1 ケニア中等理数科教育強化計画（SMASSE）で開発された生徒中心型授業のアプローチ。 
2 中央運営委員会に財務省協力総局長（DG-COOP）を加える方向で今後調整することになっている。 
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 先方案で中央研修対象者とされていた ENEP 教官 20 名について、本プロジェクトにおけ

る役割が不明確であるため、対象者から外すことを当方から提案したのに対し、先方は将

来的にSMASEアプローチを教員養成課程に導入することを見据えた投資としてENEP教官

を研修の対象とすることの重要性を繰り返し主張した。協議の結果、ENEP 教官は中央研修

対象者からは外し、将来的なプロジェクト対象地域の拡大を考慮して、ENEP 全 5 校の教官

最低 1 名を NT とすることで合意した。その結果、先方案では NT に含まれていなかった

ENEP3 校から教官各 1 名、計 3 名を加えた合計 23 名を NT とすることとなった。 
 なお、ナショナルコーディネーター（NC）1 名、コアトレーナー7 名（NC 含む）、NT20
名（NC、コアトレーナー含み、うち女性 8 名）は大臣から任命済みである。今回追加され

ることになった 3 名については後日任命される見込みである。 
 
２．研修の時期と期間 

 中央研修は 8 月に 10 日間実施することで合意した。現場の教員が対象となる地方研修に

ついては、学期末試験（6 月）、学校の休暇（7～9 月）、新学期の教員の配置計画の確定（10
月）など学校のスケジュールを考慮し、10 月に 6 日間実施することとなった。なお、2 県

の地方研修センターとなる予定の ENEP Loumbila の校長から、ENEP の新学期が始まる 10
月に地方研修を実施することは難しいとの懸念が示されたが、ENEP が使用不可の場合は他

会場の使用を検討し、研修実施時期は変更しないことが確認された3。 
なお、GAP における SMASE 研修の実施については、通常の GAP 活動（GAP によって異

なるが年間 5 回以上は行われるようである）のうち最低 2－3 回を SMASE 研修に割り当て

ることが確認された。具体的な実施回数は各 GAP が年間計画を立てる際にそれぞれ設定す

ることとなった。 
 
３．地方研修の対象者（GAP 代表）数 

先方より、初等教育の拡大により、GAP 数が増加傾向にあり、それに伴って地方研修の

対象となる GAP 代表者数も増加する可能性が高いことが指摘された4。協議の結果、地方研

修対象者の増加による予算肥大化を防ぐため、GAP 代表の数を 1GAP につき 3 名から 2 名

に減らすことで合意した。また、GAP 代表は既存の GAP コーディネーターや GAP 事務局

長から選出することが確認された。当方から、GAP 代表の能力強化の観点からプロジェク

ト期間中（3 年間）は同じ GAP 代表が継続的に研修に参加できるよう対策をとることを申

し入れたところ、次官から GAP 代表の人事に配慮する旨回答があった。この点に関して、

州基礎教育局（DREBA）や県基礎教育局（DPEBA）を通じて、継続的にフォローする必要

がある。 
なお、地方研修対象者となる 1GAP 当りの代表者数の減少により、予算案を変更する必

要が生じたが、先方から、①GAP 数の将来的な増加への対応、②既に当初案に基づいて予

算確保の手続きが行われている今の段階で予算案を変更することは困難であること、を理

由に予算案を変更しないことが強く要望された。協議の結果、当初案で予算を計上するこ

とに合意した。ただし、現実的には毎年研修実施時点における GAP 数をもとに予算を調整

していく必要がある。 
 
４．地方レベルにおける活動のレビューとフィードバック 

 先方から、プロジェクト活動のレビューと地方レベルにおける実践事例の共有を目的に、

                                            
3 ENEP の新学期開始は 10 月 1 日とされているが、入学試験や手続きの遅れなどにより、学期の開始も大

幅に遅れることが多い。2007 年は本調査団が ENEP Loumbila を視察した 11 月 19 日が新学期の開始日とな

っていた。 
4 言い換えれば、2007 年の統計をもとに作成された予算案に問題があるとの指摘である。今回の調査のも

ととなる 2007 年の統計では、対象県の GAP の数は 236 であるが、3 年後には 300 以上に増える可能性が

あり、予算が不足する可能性が高いことが指摘された。 
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対象地域の全教育アドバイザーが参加する会合の開催が提案された。当方から、GAP 活動

が開始された後、現場からのフィードバックを得ることは重要であり、妥当性は認められ

るものの、費用対効果を考え、参加者を絞ることを提案した。協議の結果、NT と LT を中

心とした 50 名程度が参加するワークショップを 2009 年以降年 1 回開催することで合意し

た。 
 
５．予算 

Annex I-8-1 にある予算分担の原則のもと、先方の負担率を年々増やし、2010 年には研修

実施経費（食費、宿泊費、交通費、講師謝金）をすべて先方負担とすることで合意した（詳

細は別添資料 3 Annex I-8 を参照）。当該予算案については、財務省協力総局長にも説明し、

合意が得られており、先方のコミットメントは高いと判断される。今後、合意した予算が

先方政府予算に具体的な項目として計上されるようフォローすることが必要である。 
 
６．PDM 

PDM は、内容的には先方案から大きな変更のない形で合意した（詳細は別添資料 3 
ANNEXI-3 を参照）。主な変更点は以下 2 点である。第一に、成果 1 に実施体制の確立と研

修コンテンツ作成という 2 つの要素が混在していたため、2 つの成果に分けることとした。

第二に、成果 3 に対応する活動として、前述のレビューワークショップを加えた。 
なお、数値を伴う指標の一部については、プロジェクト開始後実施されるベースライン

調査の結果を受けて設定することが確認された。 
 
７．対象県の選定基準 
 当方から対象県の選定基準について確認したところ、以下を考慮して 4 県が選ばれたこ

とが先方から説明された。 
 プロジェクト事務所（首都）からアクセスしやすい。 
 GAP 活動が活発である（GAP から提出される報告書による）。 
 児童の理数科の成績が低迷している5。 
 地域特性の多様性（Kadiogo＝都市部、Sanmetenga・Oubritenga＝郊外、Tuy＝地方

部）。 
 他のプロジェクトによる干渉がない（少ない）。 

 
８．中央運営委員会 
 先方案では JICA は中央運営委員会に参加はするものの委員ではないとされていたため、

ステータスを明確にすることを当方から申し入れ、協議の結果、JICA 事務所長と JICA 専門

家を委員に加えることに合意した。また、財務省も委員に加えることを提案し、先方関係

者の口頭による同意を得た。財務省の委員会参加についてはミニッツへの記載が間に合わ

なかったため、R/D に記載する方向で調整することを確認した。 
 
９．地方研修の実施体制 
 当方から ENEP Loumbila を研修センターとして使用しない Sanmatenga と Tuy の地方研修

実施体制について確認したところ、小学校を研修センターとし、県基礎教育局長（DPEBA）

を中心に実施する体制であることが先方から説明された。各県は、同様の実施体制で全教

員が参加する年次会合など、数百人単位の会議や研修の実施経験を有しており、実施体制

に問題はない旨先方からコメントがあった。 
 また、当該 2県の研修用機材についてはDPEBA事務所に保管することで合意した。なお、

DPEBA に提供するコンピュータ（報告書や統計データの作成用）については、必要性や管

理体制を JICA 専門家が確認のうえ、供与することが確認された。 
                                            
5 県別の児童の理数科に関する成績データの提供を先方に依頼した。 
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Ⅳ 留意事項、フォローアップ 

 以下事項について留意が必要である。プロジェクト開始までに適宜フォローすることを

JICA 事務所に依頼する。 
１．中央研修講師 

 新たに加わることとなった 3 名の ENEP 教官の早期任命が望まれる。 
 MEBA 管理財務局長から中央研修講師が多すぎるとの指摘を受けて、中央研修実施時

に講師謝金を受け取る NT は 10 名となった。教材開発などの準備は 23 名全員で行い、

実際に研修で講師を務めるのは 10 名とすることが考えられるが、具体的な役割分担、

中央研修の実施方法について、研修実施までに詳細を明らかにする必要がある。 
２．モニタリング・評価 

 プロジェクト目標の達成度はケニア SMASSE のツールを参考にプロジェクトで開発す

る ASEI/PDSI 指標によって測ることとなったが、ベースライン調査の実施までに必要

なモニタリング・評価ツールの種類と内容、調査の実施方法を明らかにすることが求

められる（サンプルの選定方法を含む）。 
 成果 4の達成度はGAPの活動回数とGAP活動への教員の参加率で測ることとなった。

GAP から提出される報告書からデータを得ることが想定されているため、現在 GAP で

使用されている報告書様式を確認のうえ、必要なデータが得られるよう適宜様式の変

更や修正を行う必要がある。また、中央研修に GAP 活動のモニタリング・評価方法に

関するセッションを組み込むことが望ましい。 
 GAP 活動について、GAP からの報告書提出、教育アドバイザーによる通常のモニタリ

ング活動に加え、NT と LT もモニタリングや巡回指導を行うこととなった。手厚いモ

ニタリング体制はプロジェクト活動の質の確保に有効であると考えられるが、モニタ

リングを行う主体それぞれの役割の違いが不明瞭な部分もあり、コストもかかること

から、プロジェクトの進捗状況を見極めつつ、必要に応じて整理することも一案であ

る。 
３．GAP の活動状況 

 本調査では不慮の事態によりGAPの具体的な活動状況やCEBレベルの教育アドバイザ

ーによるモニタリング評価の現状の体制について確認することができなかった。カウ

ンターパートとともに早期に GAP 活動やモニタリングの現場を視察し、現状を把握す

る必要がある。 
４．その他フォローアップが必要な事項 

 合意した予算案が先方政府予算に具体的な項目として記載されるよう適宜フォローす

る。 
 財務省の中央運営委員会への参加について、MEBA 次官と財務省協力総局長から口頭

で了解が得られているが、実施協議時に再度確認し、R/D に反映させる。 
 Sanmatenga と Tuy の地方研修センターとなる小学校を調査のうえ決定する。 
 対象地域における GAP 数の変動について随時先方と情報共有する。 
 地方研修対象者となる GAP 代表がプロジェクト期間中、継続的に研修に参加できるよ

う DREBA、DPEBA に対してもプロジェクトの目的を説明したうえで人事における配

慮を依頼する。 
 LT の TOR に「研修モジュールを地方研修用に改訂する」を明記することについて、口

頭で先方の同意が得られているが、実施協議時に再度確認し、R/D に反映させる。 
 対象地域選定の妥当性を補強する材料として、児童の理数科成績に関する県別データ

を入手する。 
 
 

- 43 -



       

 

Ⅴ 今後のスケジュール（予定） 

 

2007 年 11－12 月 事前評価表の決裁 
2007 年 12 月 実施協議・R/D 署名 

実施計画書の決裁 
2008 年 1 月中旬 プロジェクト開始 

 

 

 

   

【別添資料】 

 

1. 調査日程 

2. 議事録 

3. 署名済 M/M（写） 
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別添資料 1 
 

第二次事前評価調査日程 
（会議詳細、出席者については別添資料 2議事録を参照） 

 月日 曜 時間 内容 

1 11/17 土  
2105 
2200 

Ouagadougou 着 
石原団長、宮崎団員、山下団員（AF730） 
Kariuki 団員（2J316） 

2 11/18 日 1030 
-1900 

団内打ち合わせ 

3 11/19 月 0730 
0830 
1030 
1100 
-1830 

MEBA 大臣表敬 
MEBA 次官表敬 
JICA ブルキナファソ事務所との打ち合わせ① 
MEBA との協議①（研修の構造、PDM） 

4 11/20 火 0900 
1530 
-2130 

ENEP Loumbila の視察 
MEBA との協議②（PO、予算） 
 

5 11/21 水. 1000 
1200 
1600 

ステークホルダー会議 
MEBA との協議③（予算、今後の予定） 
JICA ブルキナファソ事務所との打ち合わせ② 

6 11/22 木 0900 
1200 
PM 

MEBA との協議④（MM 案） 
財務省（協力総局長）との協議 
MM 案作成 

7 11/23 金 0900 
1030 
PM 

MM 署名（MEBA 次官） 
MM 署名（財務省協力総局長） 
文書整理、報告書作成 

8 11/24 土 AM 
PM 

CEB、GAP 視察 
文書整理、報告書作成 

9 11/25 日  文書整理、報告書作成 
小学校訪問 
JOCV との意見交換 
在ブルキナファソ国オランダ大使館との協議 
プロジェクト事務所視察、DG-CRIEF との協議 

石原団長、宮崎団員 山下団員 Kariuki 団員 

10 11/26 月 0900 
1230 
1500 
1700 
 
2340 

Ouagadougou 発（AF735）   

11 11/27 火 1945 
2200 

Ouagadougou 発（2J103） 
Niamey着 

 

12 11/28 水  JICA ニジェール事務所、

SMASSE-Niger への調査結果

報告、協議 
SMASSE-Niger 視察 

1700 Ouagadougou 発

（2J105） 

13 11/29 木  JICA ニジェール事務所、

SMASSE-Niger との協議 
SMASSE-Niger 視察 

14 11/30 金 0055 

 

Niamey発（AF731） 
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別添資料 2 

 

第二次事前評価調査議事録 

 
１．件名 ： 団内打ち合わせ 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 18 日（日）10:30-19:00 
３．場所 ： JICA ブルキナファソ事務所 
４．出席者： 
【JICA ルワンダ事務所】犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Ms. Kariuki、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 スケジュールと対処方針の確認を行った。 
 

 
１．件名 ：MEBA 大臣表敬 
２．日時 ：平成 19 年 11 月 19 日（月） 7：30～8：00 
３．場所 ：MEBA 
４．出席者： 
【MEBA】 

Ms. Marie Odile BONKOUNGOU 
Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 石原団長から調査目的、調査概要について説明した。大臣からの主なコメントは以下のと

おり。 
 現在ブルキナファソは教育の質の向上に取り組んでおり、小学校では教科書の無料配布

を進めている。しかし、教科書があるだけでは教育の質向上は達成されず、教員の教授

法の改善が重要である。その意味で SMASE プロジェクトの実施は有意義である。ブルキ

ナファソの子どもたちが SMASE プロジェクトの受益者になることを期待している。 
 他のアフリカ諸国では中等教育レベルを対象に実施されることが多い SMASSE プロジェ

クトを、ブルキナファソでは優先課題としている初等教育レベルで実施できることを歓

迎する。 
 （Minister 自ら）プロジェクトの実施運営、予算確保のために必要な支援を行う用意があ

る。 
 現在、プロジェクトの主要メンバーとなるチームがケニアでの第三国研修に参加してい

る。チームの帰国後、プロジェクトの具体的な実施計画を策定する。 
 プロジェクトの準備として JICAとMEBAは何度も協議を繰り返してきた。本プロジェク

トについて JICA の熱意、真剣さに感謝する。 
 

 
１．件名 ： MEBA 次官表敬 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 19 日（月） 8：30～9：00 
３．場所 ： MEBA 
４．出席者：  
【MEBA】 
 Mr. Noraogo Innocent ZABA (Secrétaire Général) 
Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容： 
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 石原団長から調査目的、調査概要について説明した。次官からの主なコメントは以下のと

おり。 
 前回の第一次事前評価調査時には非常に有意義な協議ができた。今回も同様に実りある

協議が行われ、プロジェクトの具体的な計画が策定されることを期待している。 
 ブルキナファソの小学校の就学率は 60%であり、アフリカ諸国のなかでも最も低いレベ

ルにある。そのため、教育の量の拡大に取り組んできたが、同時に教育の質の向上にも

努めなければならない。その意味で SMASE プロジェクトは非常に重要であると考えてい

る。政府としての強いコミットメントを約束する。 
 プロジェクトにおいてはその実施だけでなく、終了後の活動の持続性が重要であること

を認識している。SMASEは既存のGAP制度を活用するものであり、制度的な持続性に問

題はない。また GAP の活動資金は現在も政府予算に組み込まれており、予算の面での持

続性も確保されている。プロジェクトの未来は明るいと信じている。 
 既にケニアで第三国研修に参加した経験を持つ教育行政官も多く、これらの人材がプロ

ジェクト実施において重要な役割を果たすことになる。 
 

 
１．件名 ： JICA ブルキナファソ事務所との打ち合わせ① 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 19 日（月）10:30-11:00 
３．場所 ： JICA ブルキナファソ事務所 
４．出席者： 
【JICA ブルキナファソ事務所】堀内所長、円谷所員、犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 石原団長から調査目的とプロジェクトの概要を説明した。堀内所長からの主なコメントは

以下のとおり。 
 予算について、先方負担分として合意したものについては譲るべきではない。実施段階

になって当初合意された先方予算が支出されない場合も想定されるが、その場合には次

官、大臣レベルに話を持っていき、協力を依頼することが有効である。そのためにも次

官、大臣レベルのコミットを引き出すことが重要である。 
 現在無償資金協力による小学校建設案件の調査を行っているが、1 クラスの生徒数が 140

名という事例もあると聞いている。大人数クラスにおける生徒中心型授業の展開はチャ

レンジングである。（→石原団長から、ブルキナファソの教室の実情に合わせて SMASE
アプローチを応用する方法を先方に考えてもらう必要がある旨説明した） 

 教育の改善において、量的拡大と質的向上は車の両輪である。ブルキナファソにおいて

は質の問題に対する具体的な活動は少なく、SMASEプロジェクトによる技術協力は非常

に有意義である。 
 

 
 

１．件名： MEBA との協議①（研修の構造、PDM） 
２．日時： 平成 19 年 11 月 19 日（月）11：00～18：30 
３．場所： JICA ブルキナファソ事務所 
４．出席者： 
【MEBA】 
 Ms. TAPSOBA K. Judith (DGEB)  
Mr. SIRIPE D. Ousmane (DGEB) 
Mr. BAMOUNI Paul Marie (DAF) 
Mr. DAO Bayé (DG-CRIEF) 
Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】堀内所長、犀川企画調査員、岡田インターン 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容： 
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 研修の構造・時期、PDM について、協議した。主な内容は以下のとおり。 
（１）中央研修講師の人数の変更 

 先方案の中央研修対象者から ENEP 教官を除くことを当方から提案したところ、先方か

ら以下理由により ENEP 教官を含めることが強く主張された。 
① 将来的には PRESET にも SMASE アプローチを導入したいと考えている。将来（フェ

ーズ 2）への投資という意味で ENEP 教官が SMASE の哲学を理解しておくことは有

意義である。 
② ENEP を巻き込むことにより、SMASE アプローチを効率的に普及することが可能に

ある。 
 当方からは、以下理由により ENEP 教官を中央研修対象者と位置づけることを正当化す

ることは難しい旨説明した。 
① 本プロジェクトにおける ENEP 教官の役割が不明確である（研修に参加する以外の活動

がない）。 
② 本プロジェクトで PRESETに対するフォローアップを行うことは困難であり、ENEP教

官に対する投資は有効なものにはならない。INSET に集中することが望ましい。 
③ 1 年間に短縮された PRESET カリキュラムに新たな要素として SMASE アプローチを導

入することには困難が予想される。 
 協議の結果、ENEP 教官を中央研修対象者から除く代わりに Fada N’gourma、Gaoua、

Bobo-Dioulasso の 3ENEP の教官 1 名ずつを中央研修講師に加えることに合意した。これ

により、中央研修講師は当初先方案の 20 名から計 23 名に増え、既に指名されている

Loumbila と Ouhigouya の ENEP 教官も含め、全 5ENEP が中央研修講師の役割を果たすこ

ととなった。また、中央研修対象者は当初先方案の 163 名から ENEP 教官 20 名を引いた

143 名となった。 
 なお、先方からは第 2 フェーズでは全 ENEP 教官を対象グループに含めることが提案さ

れたが、プロジェクト開始後に活動の進捗状況や成果を確認したうえで改めて検討する

こととなった。 
（２）地方研修講師と GAP 代表の選定基準 

 地方研修講師の選考基準については MEBA 内で改めて協議し決定することとなった。 
 GAP 代表については、既存の GAP Coordinator と GAP Secretary に校長代表を加えた 3 名

とする方向で調整することとなった。 
（３）研修の期間、頻度、時期 

 先方からの以下が提案された。 
・ 期間：中央研修 10 日間、地方研修 6 日間 
・ 頻度：各年 1回。中央研修についてはさらに学期開始直前に 3 日間のリフレッシュメント

研修を行う。 
・ 時期：中央研修 3 月 

 当方からは以下の点をコメントした。 
・ SMASSE型プロジェクトでは通常研修は年1回のみであり、リフレッシュメント研修は実

施していない。 
・ ベースライン調査、モジュール開発などを考えると、初年度に 3 月から中央研修を実施す

ることは非現実的である。 
 協議の結果、学校の年間スケジュール（6 月：卒業試験、7～9 月：休暇、10 月：教員人

事の確定・学期開始）を考慮して以下のとおりとすることに合意した。 
・ 期間：中央研修 10 日間、地方研修 6 日間 
・ 頻度：各年 1 回。リフレッシュメント研修は実施しない。 
・ 時期：中央研修 8 月、地方研修 10 月 
（４）情報・経験の共有のためのワークショップ 

 GAP における SMASE 活動の実施状況を共有する目的で、ワークショップを 5 月に開催

することになった。期間は 2 日間、参加者は中央研修講師と 4 県の地方研修講師代表

者、GAP 代表の代表者とする方向で調整することとなった。 
（５）対象県の選定基準 
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 先方から以下を基準に 4 県が選定されたことが説明された。また、対象県 DREBA、

DPEBA はプロジェクト実施について了解済である旨コメントがあった。 
① プロジェクト事務所（MEBA）からアクセスしやすい。 
② GAP 活動が活発である（GAP から提出される報告書による）。 
③ 児童の理数科の成績が低迷している。 
④ 地域特性の多様性（Kadiogo＝都市部、Sanmetenga・Oubritenga＝郊外、Tuy＝地方部）。 
⑤ 他のプロジェクトによる干渉がない（少ない）。 

 当方から、③について理数科試験の成績に関する県別データの提供を依頼し、入手次第

共有されることになった。 
（６）PDM 
 先方PDM案をもとに協議し、内容について合意した。先方案からの主な修正・追加事項は

以下のとおり。 
 成果 1 を、①プロジェクト運営体制の構築、②研修コンテンツの開発に分けて整理し

た。 
 成果 3 の内容を「研修の実施」から「中央研修講師、地方研修講師、視学官、GAP 代表

の能力強化」に変更した。 
 プロジェクト目標の達成度について、プロジェクトで開発するモニタリング評価ツール

から得られる指標で測ることとした。なお、モニタリング評価ツールについてはケニア

SMASSE のものを参考に、仏語・小学校レベルというブルキナファソの特性に合わせて

開発することを確認した。 
 成果４「GAP において SMASE 活動が実施される」の達成度について、「SMASE 活動に

関するアクションプランの作成」「SMASE 活動の実施頻度」「SMASE 活動への教員の参

加率」を指標として測ることとした。 
 指標の数値の一部については、ベースライン調査実施後に確定することを確認した。 

 
 

１．件名 ： ENEP Loumbila の視察 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 20 日（火）9：00～11：00 
３．場所 ： ENEP Loumbila 
４．出席者： 
【MEBA】 Mr. Seydou NASSOURI (Directeur Général) 
【JICA ブルキナファソ事務所】 犀川企画調査員 
【調査団】 石原団長、Kariuki 団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 研修センター（Training Center）候補である ENEP Loumbila を訪問し、Mr. NASSOURI と協

議した後、校内施設を視察した。主な内容は以下のとおり。 
（１） Mr. NASSOURI との協議 
 石原団長から調査目的と昨日の MEBA との協議における合意事項を説明した。先方からの

主なコメントは以下のとおり。 
 8 月に予定されている中央研修には問題なく施設を利用できる。休み期間中であり、寮

の使用が可能である。 
 一方、10 月初旬に地方研修を実施することは難しい。10 月 1 日から新学期が始まること

になっており、学生が使用していれば寮が使えない可能性がある。 
 寮の収容可能人数は 400 名程度である。Kadiogo, Oubritenga, Sanmatenga の 3 県の地方研

修（参加者合計約 600 名）をまとめて行うことはできない。2 回に分ければ問題ない。 
 理数科の教授だった経験から理数科の重要性は認識している。教員の教授法の改善は教

育の質の向上に不可欠である。 
 教員養成課程が 2 年間から 1 年間に短縮された際、INSET を強化することで教員の質を

確保する計画であったが、うまくいっていない。SMASE によって INSET が補強される

ことを期待している。 
（２） 施設の視察 
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 研修センターとして使用するために必要な施設は十分備えている。主な施設は以下のとお

り。 
 食堂・台所 

・ 食堂は L 字型であるが、300 名程度の収容力がある。大講堂として利用可能である。 
・ 台所は一度に 350 名分の食事を作ることができる。 

 寮 
・ 350 名の宿泊が可能である。また、私費学生（⇔奨学生）対象の寮が別にあり（附属小学

校敷地内）、80 名の宿泊が可能である。 
・ 16棟あり、棟は男女別になっている。2棟で一つのトイレ・シャワー棟を共有している。

・ １棟当たりの部屋数は 6 あるいは 8 である。視察した部屋は 4 人部屋で、二段ベッドが 1
台、シングルベッドが 2 台置かれていた。入寮者にはベッドマットレス、蚊帳、アイロ

ン、鍋（食事用）が貸し出される。 
 教室 

・ 12 教室あり、1 教室平均 45 名の学生で授業が行われている（最大 60 名収容可能）。 
・ 机・いす、黒板などは非常にきれいである。 

 図書館 
・ 会議室を兼ねた読書室、コンピュータ室を備えている。コンピュータ室ではインターネ

ット利用が可能であり、学生は文書作成や資料検索に利用している。フランスの援助に

よる 10 台以上のパソコンが配置されていたが、壊れたものも多く、視察時に動いていた

のは 2 台のみであった。 
・ 図書室はよく整理されていたが、400 名以上の学生が利用することを考えると蔵書は少な

い。 
・ 利用されていない部屋もあり、研修用機材の収納場所として利用することが可能であ

る。 
 教材製作ワークショップ 

・ オランダの援助で建てられたもので大型体育館並みの広さがある。 
・ ワークショップには教材作成用の様々な工作機械が備わっている。また、講義室と大型

TV を備えた部屋があり、TV は教材の作成過程を撮影したビデオを視聴するために使わ

れるという。施設、機材はいずれもきれいで頻繁に使われている様子ではなかった。 
 付属小学校 

・ 付属小学校が併設されており、学生が授業観察、教育実習を行っているという。日本の

無償資金協力によって建てられた校舎も含め、2 棟が教室として利用されている。1 棟は

3 教室からなり、1 教室あたりの児童数は約 50 名である。 
 

 
１．件名 ： MEBA との協議②（PO、予算） 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 20 日（火）15：30～21：30 
３．場所 ： JICA ブルキナファソ事務所 
４．出席者： 
【MEBA】  
Ms. SALOU Marie Aubin (Director, DAF) 
Mr. BAMOUNI Paul Marie (DAF) 
Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】 犀川企画調査員 
【調査団】 石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 前日合意した事項をもとに PO、予算について協議した。 
（１） 前日のフォロー 
 Mr. ZONGO から前日の懸案事項のフォロー状況について以下のとおり説明があった。 

 地方研修講師の選定基準を以下のとおり設定した。 
・ 対象地域の視学官あるいは教育アドバイザーであること 
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・ ワーキンググループをファシリテートした経験があること 
・ 研修講師としての能力を有すること 
・ 教員を指導した経験が 3 年以上あること 

 情報・経験の共有のためのワークショップの参加者は以下のとおり。 
・ 中央研修講師（23 名） 
・ 地方研修講師の代表 2 名×4 県 
・ GAP 代表 2 名×4 県 
・ 対象地域の DREBA 及び DPEBA（計 8 名） 

 地方研修センターとしてENEP-Loumbilaを使用しないSanmatenga、Tuyについては小学校

を使用する。宿泊先は近隣の宿舎を利用し、研修用機材は DPEBA で管理する。 
（２）モジュール開発 

 先方からはモジュール開発のために中央研修講師 23名全員が参加する 10 日間のワークシ

ョップを実施することが提案された。当方から作業の効率性や費用対効果の観点から再

考を促した。 
 協議の結果、モジュール開発には中央研修講師全員が携わるものの、ドラフト作成は少

人数のグループワークを中心に行い、関係者が一堂に会するワークショップはドラフト

を講師間で共有する場、あるいは MEBA が承認する場とすることに合意した。 
 モジュール開発や中央研修の実施の際に招聘する第三国専門家について、事前に電子メ

ールなどを通じて専門家と密に情報共有することで招聘期間を必要最小限とすることが

先方から提案された。 
 なお、地方研修については第三国専門家を招聘しないで実施することとなった。 

（３）研修講師の謝金 
 中央研修、地方研修ともに研修実施期間中は講師に対して謝金を支払うことが先方から

提案された。 
 当該経費については先方が負担することで合意したが、中央研修については研修対象者

数に比べて講師数が多いことをMs. Salouに指摘され、謝金は 23名の中央研修講師のうち

10 名分のみ計上することとなった。10名をどのように選定し、他の 13 名とどのように役

割分担するのかについては明らかにされなかったため、実際に研修が実施されるまでに

確認する必要がある。 
（４）地方レベルに対する MEBA からの支援 

 地方研修や GAP 活動について、中央研修講師が地方を巡回し、地方研修講師や GAP 代表

を直接指導することが先方から提案された。 
 当該活動に伴う交通費（燃料費）等は先方が負担することとなった。 

（５）啓発活動 
 先方からプロジェクト活動として算数・科学オリンピックを実施することが提案された

が、現段階では計画に具体性がないことから、プロジェクト開始後に状況を見ながら再

検討することとなった。 
 先方からパンフレット作成、官報の配布を通じてプロジェクトを広報することが提案さ

れた。当該活動に係る経費は JICA が負担することとなった。 
（６）パソコン機材供与 

 地方研修用機材（特に小学校を地方研修センターとして使用する場合）の管理に困難が予

想されることから、当方からノートパソコンはプロジェクト事務所で管理し、デスクト

ップも含め供与数を最低限とすることを提案した。 
 これに対し、先方は対象各県にデスクトップとノートパソコンの両方を配備する必要性

を強く主張した。協議の結果、予算執行の際には 1台 1台のパソコンについて用途、管理

方法、管理責任の所在を明確にすることを前提条件とすることで、各県に配備できるよ

う購入経費をプロジェクト予算に計上することで合意した。 
（７）その他 
PO には主要な活動のみが記載されているため、先方からすべての活動を網羅する活

動計画が必要である旨コメントがあった。詳細計画についてはプロジェクト開始

後、第 1 回国家運営委員会までに策定することとなった。 
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１．件名 ： ステークホルダー会議 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 21 日（水）10：00～11：30 
３．場所 ： JICA ブルキナファソ事務所 
４．出席者： 
【MEBA】 

Mr. ZABA N. Innocent (SG) 
Mr. KONATE Seydou (DEP) 
Mr. SIRIPE D. Ousmane (DGEB,) 
Mr. DAO Bayé (DG-CRIEF) 
Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
Mr. BAMOUNI Paul Marie (DAF) 
Mr. BELOUM Saydou (DRH) 
Mr. Servace Maryse DABOU (DCPM) 
Mr. NASSOURI Seydou (ENEP Loumbila) 
Mr. KORBEOGO Sibiri (DREBA Centre) 
Ms. ZONGO Estelle (DPEBA Kadiogo) 
Ms. SAWADOGO Antoinette (CEB Boulmiougou) 
【JICA ブルキナファソ事務所】 犀川企画調査員 
【調査団】 石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 

Mr. Zongo から今回調査における合意事項、変更事項を中心にプロジェクトの概要を説明し

た。質疑応答の主な内容は以下のとおり。 
（１）地方研修の実施時期  

 Kadiogo、Oubritenga の地方研修センターとなる ENEP-Loumila 校長から、新学期が始まっ

ている 10 月に地方研修を実施することは困難であるとのコメントがあった。 
 これに対し、次官から、新学期の教員配置が確定した 10 月が地方研修実施時期として最

適であり、ENEP Loumbila が使用不可の場合は他の施設の使用を検討することが提案さ

れ、同案で合意が得られた。 
（２）GAP 数 

 先方から、初等教育の拡大に伴って GAP 数が増加傾向にあることが指摘された。 
 当方から、GAP 増加によって研修対象者数が増大すれば、研修運営（質の確保）が困難に

なること、また予算負担が大きくなることを指摘したうえで、対象地域の全 GAP を対象

とする代わりに 1GAP 当たりの対象者数を 3 名から 2 名に減らすことを提案し、合意を得

た。 
 GAP の数は今後も変動が予想されることから先方がモニタリングし、随時当方と情報共

有することとなった。 
（３）その他 

 PDM の成果 2 の指標 2a の表現について、先方提案により「教員のニーズに関するベース

ライン調査の結果が分析される（analyzed）」から「…が得られる（available）」に変更され

た。 
 会合終了に際しての次官の挨拶の中で以下のコメントがあった。 

・ 教員にとって INSET の必要性は高い。 
・ 社会情勢の変化に伴って教育ニーズも変化しており、時代に合った教育が求められ

ている。その意味で教員が常に学び続けることは重要である。 
・ SMASE プロジェクトの計画が具体化され、動き出そうとしていることを嬉しく思

う。 
 

 
 

１．件名 ： MEBA との協議③（予算、今後の予定） 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 21 日（水）12：00～13：00 
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３．場所 ： JICA ブルキナファソ事務所 
４．出席者： 
【MEBA】  
Mr. BAMOUNI Paul Marie (DAF) 
Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】 犀川企画調査員 
【調査団】 石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
（１）研修対象人数の変更に伴う予算案 

 午前中の会議で地方研修対象者となる GAP 代表の人数が減少したことにより、予算案に

変更が生じた。しかし、先方では変更前の予算案で既に 2008 年度予算確保の手続きが開

始されていることから、研修構造図では人数の変更を反映させるものの、予算案は変更

しないことで合意した。 
 現時点における最新の GAP 数を先方が確認次第、当方に情報共有することとなった。 

（２）今後の予定 
 プロジェクト開始までのスケジュールを確認した。 

 
 

１．件名 ： JICA ブルキナファソ事務所との打ち合わせ②（M/M への財務省の署名につい

て） 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 21 日（水）16:00-16:30 
３．場所 ： JICA ブルキナファソ事務所 
４．出席者： 
【JICA ブルキナファソ事務所】堀内所長、土井企画調査員、犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 

 堀内所長より、予算に関して財務省のコミットを確保するため、M/M に同省協力総局長

の署名を得ることが提案された。 
 当方から署名は明後日に予定されており、急に説明し依頼をすることとなるため、失礼

のないよう配慮する必要がある旨コメントした。 
 協議の結果、財務省の署名が得られるよう調整することとなった。 

 
 
 

１．件名 ： MEBA との協議④（M/M 案） 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 22 日（木）9:00-11:30 
３．場所 ： JICA ブルキナファソ事務所 
４．出席者： 
【MEBA】Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
（１）プロジェクト名称 

 先方の指摘により、要請書のプロジェクト名称と先方で使用しているプロジェクト名称

に若干の違いがあることが明らかとなった。 
 先方から正式名称を現在先方で使用されている名称に合わせることが要望されたが、当

方からプロジェクト名称は既に国際約束が交わされており、変更は困難である旨説明し

た。 
 先方で使用されている名称を要請書記載の名称に改める方向で調整することとなった。 

（２）中央運営委員会 
 当方から、先方案をもとに作成した中央運営委員会構成案においては JICAのステータス
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が明らかではないことを指摘し、委員に JICA 事務所長と JICA 専門家を加えることを提

案した。 
 先方からは既に出された省令では JICA は委員とはなっていないことから委員ではなく

「参加者」として整理したい意向が示された。 
 本件については当方から次官に直接要望し、調整することとなった。 

 
 

１．件名 ： 財務省との協議 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 22 日（木）12:00-12:30 
３．場所 ： 財務省 
４．出席者： 
【財務省】 
Mr. Lene SEBGO, Director General of Cooperation 
Mr. Bila Raphael KABRE, Direction of Cooperation 
【MEBA】Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】堀内所長、犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 堀内所長、石原団長から調査の進捗状況とプロジェクトの概要を説明したうえで、プロジ

ェクトに係る先方予算の確保について協力を依頼した。併せて 23 日に署名予定の M/M の署

名者に加わることを要請したところ、快諾を得た。先方からの主なコメントは以下のとお

り。 
 教育分野は MDGs の達成にとっても重要であり、ブルキナファソの最優先課題である。

特に喫緊の課題である教育の質の向上のために現職教員研修は有効であると認識してお

り、プロジェクトに期待している。 
 技術協力である本プロジェクトについて、実施経費をブルキナファソが負担することは

当然であり、予算の適切な確保をサポートする。日本の技術的支援によりプロジェクト

が成功することを願っている。 
 プロジェクト文書が完成すれば財務省として署名し、コミットすることに問題はない。 

 
 

１．件名 ： M/M 署名（MEBA） 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 23 日（金）9:00-10:30 
３．場所 ： MEBA 
４．出席者： 
【MEBA】 

Mr. ZABA N. Innocent (SG) 
Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】堀内所長、犀川企画調査員、r  
在外専門員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 

 石原団長から、財務省協力局長の M/M への署名、中央運営委員会への JICA 事務所長と

JICA 専門家の追加について説明し、両事項について次官の合意を得た。 
 中央運営委員会の構成とその他表現の微修正を行った後、次官と石原団長が M/M に署名

した。 
 

 
１．件名 ： M/M 署名（財務省） 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 23 日（金）10:30-11:00 
３．場所 ： 財務省 
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４．出席者： 
【財務省】 
Mr. Lene SEBGO, Director General of Cooperation 
【MEBA】Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】犀川企画調査員、Bissiri HAOUA 在外専門調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 

 石原団長から中央運営委員会への財務省の参加を要請し、先方の了解が得られた。先方

から、基本的にすべてのプロジェクトの運営委員会に財務省は参加している旨コメント

があった。 
 協力総局長と石原団長が M/M に署名した。 
 先方から SMASE プロジェクトの研修によるブルキナファソの人材育成が計画通り行わ

れることを期待しており、財務省としても実施をサポートする旨コメントがあった。 
 

 
１．件名 ： CEB 及び GAP の視察 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 24 日（土）9:30-11:00 
３．場所 ： Zinoire CEB 
４．出席者： 
【MEBA】 

Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
CEB（Zinoire）視学官 
GAP メンバー 約 70 名 

【JICA ブルキナファソ事務所】犀川企画調査員、Bissiri HAOUA 在外専門調査員 
、岡田インターン 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
（１）Zinoire CEB 事務所の視察 

 事務所には昨日供与されたばかりというパソコンが設置され、各校の連絡ボックスがあ

った。 
 併設されている教室では成人識字教室が行われていた。 

（２）GAP の視察 
 Zinoir CEB の 3GAP 合同の会合に参加した（対象校数：18 校、出席者数：約 70 名）。ただ

し、当該 GAP の有力者に不幸があったため、通常の GAP 活動は取りやめとなり、視察団の

ための特別会合という形であることが先方から説明された。石原団長と Mr. Zongo から調査

の目的やプロジェクトの概要について説明し、質疑応答を行った。本視察を通して得られた

情報は以下のとおり。 
 GAP 執行部はコーディネーター、事務局長、事務局長補佐、会計などで構成される。執

行部は選挙によって選ばれ、任期は 1 年である。 
 GAP コーディネーターの主な機能は以下のとおり。 
・教授法の改善に関する指導 
・地域や父母に関する社会的な問題の解決 
・GAP 活動の運営 

 教員の能力向上のために教員同士が学びあう授業研究的なアプローチが有効であること

は認識されており、GAP 活動において実際に模擬授業をもとに教員同士が意見交換を行

っているとのコメントがあった。 
 昨年度の GAP 活動について、はじめは定期的に実施されたが、MEBA からの GAP 支援

経費が適切に支出されなかったために、後半は活動を行うことができなかったという不

満も聞かれた。なお、通常GAP 活動は月 1～2回行われることになっており、当該 3GAP
は 10 月以降既に 2 回活動を行ったことが報告された。 

 GAP ではスポーツや文化活動の教授法に関する指導も行われているとのコメントがあっ
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た。 
 GAP 活動に対する父母会などによる支援はないとのことであった。その理由として父母

に経済的余裕がないことが挙げられた。 
 教員が抱える課題として、100 名以上の大規模学級のマネジメントの困難さが挙げられ

た。 
 

 
１．件名 ： 小学校の視察 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 26 日（月）9:00-12:00 
３．場所 ： Wend-Panga 小学校、Boulmiougou Evangelique 小学校(Boulmiougou CEB) 

４．出席者： 
【MEBA】 

Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
Ms. SAWADOGO Antoinette (CEB Boulmiougou) 

【JICA ブルキナファソ事務所】犀川企画調査員、岡田インターン 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 公立校、私立校を 1 校ずつ視察した。 
（１）Wend-Panga 小学校（公立） 

 2 年生の算数の授業を視察した。1 クラスは 88 名（全員出席）。児童は教科書・ノート

は出さず、ノート代わりの黒板と数え棒を使っていた。 
 基本的に教師が問題を口頭で説明するかあるいは黒板に板書し、児童はその答えを黒板

に書く形で授業が進んだ。大規模クラスではあるものの、児童への発問、理解の確認も

効果的に行われており、よく計画された授業であった。 
 教師はしっかりとした指導案を作成していた。指導案に基づいて教員同士による授業研

究的な活動も行われているといい、授業観察のための記入フォーマットもあるというコ

メントがあった。 
（２）Boulmiougou Evangelique 小学校（私立） 

 6 年生の理科の授業を視察した。1 クラス 39 名で 2/3 近くが女子児童であった。 
 教室にパソコンがあるなど教室備品はそろっており、クラスの規模など、先に視察した

公立校に比べて学習環境は格段に良い印象を受けた。児童は制服を着用しており、全員

教科書とノートを持っていた。 
 小学校修了試験について、昨年度の卒業生 46 名のうち 43 名が合格しており、全国平均

69%、Kadiogo県平均 62%と比べて非常に高い合格率であった。ブルキナファソで最高水

準の学校である。 
 授業は前日の復習から始まり、適宜児童の理解を確認しながら進められ、最後には授業

のまとめが行われるなど、よく計画された質の高いものであった。板書、発問、理解の

確認、生活に結びついた事例紹介などが効果的に組み合わされていた。 
 授業視察の後、校長や教師へのインタビューを行った。主な内容は以下のとおり。 
・ 校内では教員同士が授業を観察し、授業後に振り返りを行う授業研究的な現職教員研

修の実践が行われている。 
・ GAP 活動について、以前は活発に行われていたこともあるが、現在はほとんど実施さ

れていない。教員が GAP 活動に参加するインセンティブがない。校長から、教員の

GAP 活動への参加を促進するためには、経済的な支援と教材・器材の補助が必要であ

るとのコメントがあった。これに対し、当方から、SMASE では研修の質を高めること

で教員の参加を促進する戦略であることを説明した。 
 

 
１．件名 ： JOCV との意見交換 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 26 日（月）12:30-13:30 
３．場所 ： Ouagadougou 市内レストラン 
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４．出席者： 
【JOCV 小学校教諭】小林亜希隊員、小泉明徳隊員 
【JICA ブルキナファソ事務所】犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 JOCV2 名から小学校の現場の状況や GAP 活動の実情について情報収集した。JOCV を通じ

て確認された主な内容は以下のとおり。 
（１）小泉 JOCV（ガウアの小学校で活動） 

 昨年度は MEBAからの支援金が支出されなかったこともあり、GAP 活動は行われなかっ

た。本年度は、年間活動計画の作成は行われ、自身も図工や体育、生産活動の指導法改

善に関する活動を提案した。今後具体的な活動が行われることになるが、MEBA からの

支援金が支出されなければ活動が滞る可能性もある。 
 GAP が行われるのは平常授業が行われている土曜日午前中であり、授業研究的な模擬授

業を行うことは可能である。 
 地方では 100 名を超える大規模クラスは少ないが、50～60 名から成る複式学級は珍しく

ない。 
（２）小泉 JOCV（マンガの小学校で活動） 

 GAP 活動については聞いたことがなく、全く行われていないと考えられる。 
 APU（PTA に当たる）が活発に動いており、学校菜園作りに経済的支援が得られた。学

校菜園がうまくいけば給食も APU が支援することが検討されている。なお、同地域では

WFP が活動している。 
 

 
１．件名 ： 在ブルキナファソ国オランダ大使館との協議 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 26 日（月）15:00-16:00 
３．場所 ： 在ブルキナファソ国オランダ大使館 
４．出席者： 
【在ブルキナファソ国オランダ大使館】 
 Mr. ONNO Koopman 
 Mr. L. KABORE 
【JICA ブルキナファソ事務所】犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 教育分野のパートナー実務者会合（PTF）の議長であるオランダを訪問した。石原団長から

JICA の教育協力の概要と、SMASE プロジェクトの概要を説明した。先方からの主なコメン

ト、質疑応答の内容は以下のとおり。 
（１）プロジェクト概要 

 ブルキナファソにおいて教育のアクセス拡大と質の向上は共に重要な課題である。日本

は小学校建設などでアクセス拡大に貢献してきたが、今回のプロジェクトを通じた質の

向上への貢献を歓迎する。 
 基礎教育開発 10 カ年計画（PDDEB）の行動計画においても GAP の強化や教員の能力開

発は非常に重要な課題と位置づけられており、オランダとしても重視している。当該分

野で協力できることを嬉しく思う。 
 昨年度は教育開発予算の 69%がアクセス拡大、25%が質の向上に割り当てられた。本年

度は質の向上に関係する予算が 40%となっており、予算面ではアクセスと質の双方に対

する取り組みのバランスが取れてきた。 
 先方から研修の内容について質問されたのに対し、当方から、ケニア SMASSE を参考に

教授法の改善に取り組むこと、カウンターパートである教育改革･研修調査センター総

局（DG-CRIEF）が先日までケニアでの研修に参加しており研修内容についても協議を行

ったことを説明した。 
 先方から、現在 GAP 活動が活発でない理由として金銭的インセンティブがないことが挙
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げられ、対策を質問されたのに対し、当方から GAP 活動における研修の質を高めること

で教員の参加を促進する戦略であることを説明した。 
（２）プロジェクトの将来的な拡大 

 先方からプロジェクトの長期的な方向性について質問がされたのに対し、当方からはパ

イロット地域の成果を踏まえて制度化、全国展開を目指していることを説明した。 
 先方から他の事例を引き合いに出しながら、（プロジェクトの開始時と終了時だけでな

く）随時パートナーにプロジェクト情報を共有することの重要性が強調された。他パー

トナーの理解を得ることは、将来の全国展開にかかる資金の確保に有効であるとのコメ

ントがあった。 
 先方から、パートナーとのプロジェクトに関する情報共有について、まずは PTF の教育

の質に関する作業部会（4 つある作業部会のうちの 1 つ）で共有し、その後パートナー全

体に説明することが効果的である旨コメントがあった。 
（３）その他 

 先方から、ブルキナファソでは財政支援が進んでおり、教育分野においてユニセフもバ

スケットファンドに資金を支出したことが説明された。 
 先方から、オランダがブルキナファソの FTI 事務局を担当することになっており、事務

局運営について日本の協力を得たいとの依頼があった。 
 先方から、オランダと日本は FTI の次期共同議長を務めることになっていることから

も、今後連携関係を一層強化していきたい旨コメントがあった。 
 

 
１．件名 ： DG-CRIEF 訪問 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 26 日（月）17:00-17:30 
３．場所 ： DG-CRIEF 
４．出席者： 
【MEBA】 

Ms. SANOU Bernadette DAO (Director General, DG-CRIEF) 
Mr. DAO Bayé (DG-CRIEF) 
Mr. ZONGO Sulemane (National Coordinator / DRDP) 
【JICA ブルキナファソ事務所】犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 プロジェクト事務所を視察した後、Ms. Sanou と協議した。主な内容は以下のとおり。 
（１）プロジェクト事務所視察 

 プロジェクト用に事務所 2 室（専門家と NC 用）及び会議室が提供される予定である。会

議室は 23 名の NT が集まって会議、作業するのに十分な広さがある。 
 なお、いずれの部屋も現在は不使用あるいは倉庫として使用されており、相当の改修が

必要であることが確認された。 
（２）Ms. Sanou との協議 
 先方からの主なコメントは以下のとおり。 

 半年間にわたって準備してきたプロジェクトの調査が無事に終了したことを嬉しく思

う。 
 ケニアでは 10 名の研修参加者それぞれが指導案のドラフトを作成した。こうした指導案

が教室現場で有効に機能するか、実証する必要がある。 
 ケニアでの研修は非常に有意義で、同じく初等レベルでプロジェクトが開始されようと

しているセネガルからの参加者とも情報共有や意見交換を行うことができた。 
 通常 SMASSE における「ASEI」の「I」は「Improvisation」を表すが、当プロジェクトに

おいては、意味は変わらないが教員にとって理解しやすい「Initiative」を表すこととした

い。（当方から問題ない旨コメントした）。 
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１．件名 ： JICA 事務所長報告 
２．日時 ： 平成 19 年 11 月 26 日（月）18:00-19:00 
３．場所 ： JICA ブルキナファソ事務所 
４．出席者： 
【JICA ブルキナファソ事務所】堀内所長、犀川企画調査員 
【調査団】石原団長、Kariuki 団員、宮崎団員、山下（記） 
５．内容 ： 
 石原団長から調査結果を報告した。所長からの主なコメントは以下のとおり。 

 ブルキナファソ、セネガル、ニジェールで SMASSE 関連プロジェクトが実施されること

になり、仏語圏アフリカ間協力としての発展が期待される。 
 本邦研修を効果的に活用したい。仏語圏の地域別研修の整備を依頼したい。（石原団長

から、人間開発部としてはプロジェクトの観点から本邦研修を戦略的に利用する取り組

みを行っている旨説明した。） 
 学校レベルでの JOCV との連携も期待したい。（石原団長から、JOCV をプロジェクトの

枠内には取り込まず、結果的に相乗効果が生まれるような形が望ましい旨コメントし

た。） 
 オランダから協力依頼のあったブルキナファソにおける FTI 事務局への協力については

事務所のキャパシティや FTI に対する日本の体制を考えると慎重に対応せざるを得な

い。協力の可否について早い時期にオランダ側に回答することとしたい。 
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